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 議案第４号

 

 　　　秋田市社会教育委員の委嘱に関する件

 

　社会教育法（昭和24年法律第207号）第15条第２項の規定に基づき、秋

 田市社会教育委員を次のとおり委嘱する。

 

 　　令和７年３月12日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　秋田市教育委員会

 　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　佐　藤　孝　哉

 

氏　　名 分　　野 役　職　名　等

小松田　儀　貞 学識経験者 公立大学法人秋田県立大学准教授

 

 　任期は、令和７年４月１日から令和７年８月４日までとする。

 

 提案理由

　社会教育委員椙本歩美の辞任に伴い、その後任の委員を委嘱しようとす

 るものである。
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